
「区民と区長との懇談会」実施要綱 

（平成１３年９月２０日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、区政に対する提案、意見等を区長が直接聴取し、今後の区 

政運営の推進に役立てるとともに、地域及び区政の様々な課題の解決に向けて、

地域で活躍する区民と区が課題を共有し、協働による区政を実現するために区

民と区長との懇談会（以下「懇談会」という。）を開催し、その円滑な運営を

図ることを目的とする。 

（実施内容） 

第２条 懇談会は、区内１８地域センター管内地区ごとに実施し、区長の任期中に

一巡するものとする。 

２ 懇談会は、３部制とし、第１部においては地域及び区政に関する課題等につい

ての質問に区長が回答し、第２部においては地域の団体等の活動について意見を

交換し、第３部においては区政に関する情報について関係部長が説明するものと

する。 

（開催日時） 

第３条 懇談会は、平日午後又は夜間に実施することを原則とする。 

２ 懇談会の開催時間は、広聴広報課長が別に定める。 

（会場） 

第４条 懇談会の会場は、懇談会を開催する地域センター管内の区の施設を使用す

ることを原則とする。 

（参加者） 

第５条 開催地区の地域センター長は、当該地区の町会・自治会長会議に諮り、会

場定員から次項及び第３項で定める参加者の人数を控除した人数に相当する参加

者を決定し、広聴広報課長に通知するものとする。 

２ 広聴広報課長は、会場の規模により、２名又は３名の定員を設け参加者を公募

するものとする。 

３ 懇談会には、原則として５名以内の傍聴者の参加を認めるものとする。 

（公募参加者の決定） 

第６条 公募による参加者は、広聴広報課長に発言内容を記載した文書を添えて申

し込むものとする。 

２ 広聴広報課長は、文書により提出された発言内容が個人を誹謗中傷するものな

ど懇談会の趣旨にふさわしくないと判断する場合には、申し込みを拒否すること

ができる。 

３ 第１項による参加者の決定は、先着順によりこれを決定する。ただし、定員を

超える場合には、文書の内容により選考し決定する。 



（傍聴者の決定） 

第７条 傍聴者は、先着順によりこれを決定する。ただし、定員を超える場合には、

抽選によりこれを決定する。 

（発言者） 

第８条 開催地区の地域センター長は、第５条第１項により決定した参加者の中か

ら発言者を選定し、発言内容を文書で、広聴広報課長に通知するものとする。 

２ 公募による参加者は、全員が発言するものとする。 

（議事の進行） 

第９条 広聴広報課長は、発言者の順番を指定するなど議事の効率的な進行に努め

るものとする。 

２ 広聴広報課長は、特に必要があると認める場合は、傍聴者の発言を許可するも

のとする。 

（区側の出席者） 

第１０条 懇談会に出席する区側職員は、区長及び所管部長並びに広聴広報課長が

指定する職員とする。 

（記録） 

第１１条 懇談会の記録は、開催ごとに作成し、全地域センターに配布のうえ、区

民の供覧に付するものとする。 

２ 前項の記録は、区の公式ホームページに掲載して公表するものとする。 

（事務局） 

第１２条 懇談会の事務局は、広聴広報課が担当する。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、懇談会について必要な次項は、広聴広報

課長が定める。 

 

  （付則） 

 この要綱は、平成１３年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

この要綱の一部改正は、令和２年４月１日から施行する。 


